
   狩猟免許
   猟銃所持許可の取り方



①狩猟免許を取得する

②猟友会に加入し狩猟者登録を行う

狩猟免許を持っているだけでは狩猟はできません。狩猟を
行う都道府県に対して狩猟者登録する必要があります。



③猟銃空気銃所持許可申請を行う

猟銃を使って狩猟をする場合は、銃所持許可申請を行う必

要があります。この手続きは、銃刀法にあたりますので、

管轄の警察（生活安全課）での手続きになります。申請か

ら猟銃が手元に来るまで約半年かかります。

最初から銃猟を考えている場合は狩猟免許試験と同時進行

するか、先に銃所持許可申請手続きを始めたほうがスムー

ズです。



猟銃・空気銃の新規取得までのフロー図



猟銃の種類

主にクレー射撃に使います。

主に狩猟に使います。

散弾銃を持って10年で所持可能

主に鳥猟使います。



診断書 ¥3,000

¥10,200









・新規ハンター確保対策事業補助金

協議会予算の中から
上限10万円を交付！



補助対象者

1. 町内に住所があり、新たに狩猟免許を取得したもの

2. 狩猟免許取得時の満年齢が50歳未満の者

3. 雫石町猟友会に加入し、雫石町鳥獣被害対策実施隊
員として5年以上継続的に活動する意思があるもの
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雫石町猟友会員推移

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5



ダブルトラップ シングルトラップ



ご清聴ありがとうございました。


